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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第79期

第２四半期連結
累計期間

第80期
第２四半期連結

累計期間
第79期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 5,187,519 5,206,448 18,617,354

経常利益又は経常損失（△） （千円） △697,208 △201,906 1,353,529

四半期純損失（△）又は当期純利

益
（千円） △425,604 △143,260 791,330

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △226,300 65,905 1,056,979

純資産額 （千円） 14,222,650 15,313,878 15,451,711

総資産額 （千円） 20,038,637 21,420,882 23,676,705

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は当期純利益金額
（円） △96.15 △32.47 178.78

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 71.0 71.5 65.3

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 3,580,613 1,153,438 3,249,880

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △203,211 △140,451 △665,996

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △95,360 △154,002 △190,556

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 5,453,859 5,424,217 4,565,217

 

回次
第79期

第２四半期連結
会計期間

第80期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）

（円） △44.58 1.19

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ません。

２．売上高には、消費税等は含まれていません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在

株式が存在しないため記載していません。

４．第79期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、

主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間の海外経済に関しては、欧州での景気低迷はあるものの、米国の景気回復が続いてい

ることなどから、全体としては緩慢ながらも回復基調が続いています。日本経済に関しても、個人消費の持ち直し

が続いていることや、一部に弱い動きが見られるものの増加傾向にある設備投資を背景に、緩やかな回復が続いて

います。

当社グループの属する風水力機械マーケットの受注規模に関しては、一昨年から好調を維持してきており、今年

度は一定の水準で落ち着いています。

このような環境下で、当社グループは積極的な営業活動を展開した結果、当第２四半期連結累計期間における受

注額は、前年同期とほぼ同じ87億82百万円(前年同期比101.3％)となりました。売上高につきましても、前年同期

とほぼ同じ52億６百万円(前年同期比100.4％)を計上しました。利益面につきましては、利益率の良い売上物件が

増えたことなどにより売上総利益が前年同期に対して４億53百万円増加したことから、営業損失は２億65百万円

（前年同四半期営業損失７億48百万円）、経常損失は２億１百万円（前年同四半期経常損失６億97百万円）、四半

期純損失は１億43百万円（前年同四半期純損失４億25百万円）と改善しました。

なお、当社グループの売上高は、公共事業物件の割合が高いため連結会計年度末に集中する季節性を有していま

す。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、22億55百万円減少し214億20百万円とな

りました。これは、仕掛品の増加12億87百万円、投資有価証券の増加８億40百万円、現金及び預金の増加３億58

百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少48億66百万円などがあったことによるものです。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末と比べ、21億17百万円減少し61億７百万円となり

ました。これは、前受金の増加６億41百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少21億４百万円、未払法

人税等の減少５億34百万円などがあったことによるものです。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ、１億37百万円減少し153億13百万円とな

りました。これは、その他有価証券評価差額金の増加１億92百万円があったものの、利益剰余金の減少３億10百

万円などがあったことによるものです。

この結果、自己資本比率は、71.5％（前連結会計年度末65.3％）となりました。

(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より８億58百万円増加して、54

億24百万円（前年同期54億53百万円）となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億53百万円の増加（前年同期35億80百万円増加）となりました。こ

れは、仕入債務の減少21億４百万円、たな卸資産の増加12億57百万円、法人税等の支払額５億25百万円など減少

要因はあったものの、売上債権の減少48億66百万円、前受金の増加６億41百万円など増加要因が多かったことに

よるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億40百万円の減少（前年同期２億３百万円減少）となりました。こ

れは、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入９億円など増加要因はあったものの、有価証券及び

投資有価証券の取得による支出９億63百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出76百万円など減少要因が

多かったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億54百万円の減少（前年同期95百万円減少）となりました。これ

は、配当金の支払額１億10百万円などによるものです。
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(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、基本方針という。)を定

めており、(ａ)基本方針の内容、(ｂ)基本方針の実現に資する取組みの概要、(ｃ)基本方針に照らして不適切な者

によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要、(ｄ)上記(ｃ)の取組

みに対する取締役会の判断及びその理由は次のとおりです。

　(ａ)基本方針の内容

　　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、特

定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大規

模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

　　ただし、株式等の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができ

ない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グルー

プの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な時

間や情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉を行う必要があると考えています。

　(ｂ)基本方針の実現に資する取組みの概要

　　当社は、当社グループの企業価値向上を実現するための直近の中期経営計画を実施し、推進しております。

　　また、当該中期経営計画期間及びそれ以降につきましても引続き時々の経営課題に対処し、コーポレート・ガ

バナンスの強化にも取り組み、企業価値の向上に努めてまいります。

　(ｃ)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの概要

　　当社は、平成24年６月28日開催の第77回定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策

（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の継続について株主の皆様の承認を受けています。

　　本プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の

場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があるこ

とを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さ

ない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

　　本プランの概要は以下のとおりです。なお、本プランの全文は、次の当社ウェブサイトに掲載しています。

　　　http://www.dmw.co.jp/

①対象となる大規模買付け等

本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社取締

役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付け等」といいます。）がなされる場合を適

用対象とします。大規模買付け等を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め

本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株

式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

②意向表明書の当社への事前提出

買付者等に対し当該買付者等が大規模買付け等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等

を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）の提出を求めます。

③本必要情報の提供

上記②の意向表明書の提出があった場合には、買付者等に対し、大規模買付け等に対する株主及び投資家の

の皆様の判断、並びに、当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」と

いいます。）の日本語での提供を求めます。

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付け等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概

要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様の判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判

断する時点で開示いたします。

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨を買

付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたしま

す。
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④取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付け等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又

は(ⅱ)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案の

ための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

(ⅰ)対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60

日間

(ⅱ)その他の大規模買付け等の場合には最大90日間

ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は、取締役会が合理的に必要な事由があると認

める場合に限り、延長できるものとします。その場合は、延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理

由を買付者等に通知すると共に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とし

ます。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者

等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者

等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示します。また、必要に応じて、買付者等

との間で大規模買付け等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の

皆様に代替案を提示することもあります。

⑤取締役会の決議

当社取締役会は、上記④の検討等の後、以下の手続きに従い、対抗措置の発動の是非について決議を行うも

のとします。

(ⅰ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合

　当社取締役会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合には、対抗措置の発動の決

議を行うことができるものとします。

　当社取締役会は、対抗措置の発動の決議に先立ち、株主の皆様の意思を確認することが適切と判断する場

合、下記⑥に定める手続きを行うものとします。この場合、当社取締役会は、下記⑥に定める株主総会の決

定に従って、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不

発動の決議を行うものとします。

(ⅱ)買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合

(ア) 買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる

場合

　当社取締役会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守した場合であっても、当該大規模買付け

等が専ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価値・株主共同の利益を著

しく損なうものと認められ、対抗措置の発動が相当であると思われる場合には、対抗措置の内容及びその

発動の賛否に関し、株主の皆様の意思を確認するために下記⑥に定める手続きを行うものとします。この

場合、当社取締役会は、下記⑥に定める株主総会の決定に従って、当社の企業価値・株主共同の利益の確

保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。

(イ) 買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものではないと認

められる場合

　当社取締役会は、買付者等による大規模買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうも

のではないと認められる場合には、対抗措置の不発動の決議を行うものとします。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わ

ず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑥株主意思の確認

当社取締役会は、上記⑤(ⅱ)(ア)に該当する場合、及び、上記⑤(ⅰ)に該当しかつ当社取締役会が必要と認

める場合、対抗措置の発動の是非に関し株主の皆様の意思を確認するために、株主総会に対抗措置の発動の是

非に関する議案を付議するものとします。

この場合、当社取締役会は、実務上可能な限り速やかに株主総会を開催します。また、対抗措置の発動の是

非に関する株主総会の決議の概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を

行います。

⑦対抗措置の中止又は発動の停止

当社取締役会が上記⑤の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が

大規模買付け等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が

生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考

えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。

当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する

事項について、情報開示を行います。
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⑧大規模買付け等の開始

買付者等は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会において対抗措置の発動又は不

発動の決議がなされるまでは大規模買付け等を開始することはできないものとします。

⑨対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記⑤に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権（以下、

「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の

定款上認められるその他の対抗措置を発動することが相当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用い

ることもあります。

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記⑦に記載の通り、対抗措置の中

止又は発動の停止を決定することがあります。

⑩本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成27年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなさ

れた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主

総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランは

その時点で廃止されるものとします。

　(ｄ)上記(ｃ)の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　　当社取締役会は、本プランの設計に際し、以下の事項を考慮し織り込むことにより、本プランが基本方針に沿

うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。

イ．買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

　 　　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事

前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年６

月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。

ロ．当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　 　　本プランは、当社株式等に対する大規模買付け等がなされた際に、当該大規模買付け等に応じるべきか否か

を株主の皆様が判断するため、または当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、当

社取締役会が、株主の皆様のために買付者等との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値・株主共

同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。

ハ．株主意思を重視するものであること

　 　　本プランは、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付け等を行おうとする場合で

あって、かつ当社取締役会の決議だけで対抗措置の発動を決議する場合を除き、買付者等による大規模買付け

等に対する対抗措置の発動について株主の皆様の意思を直接確認するものです。

　また、本プランの有効期間は、平成27年６月開催予定の定時株主総会終結の時までですが、その有効期間の

満了前であっても、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、当該決議に従

い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様の意思

が十分反映される仕組みとなっています。

ニ．合理的かつ客観的発動要件の設定

　 　　本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取

締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

ホ．デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　 　　本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することがで

きるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を

交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代を一

度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

(5）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、91百万円となりました。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,107,600

計 19,107,600

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,776,900 4,776,900
東京証券取引所

市場第二部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式で、

単元株式数は100株

です。

計 4,776,900 4,776,900 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成26年７月１日～

平成26年９月30日
― 4,776 ― 810,000 ― 28,739
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（６）【大株主の状況】

  平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社GM INVESTMENTS 東京都中央区八重洲１丁目４番22号　 5,069 10.61

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台３丁目９番地　 2,025 4.23

電業社取引先持株会 静岡県三島市三好町３番27号　 2,020 4.22

明治安田生命保険相互会社

（常任代理人 資産管理サービス信託　

銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内２丁目１番１号

（東京都中央区晴海１丁目８番12号）
1,758 3.68

株式会社鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目16番40号　 1,304 2.72

株式会社明電舎　 東京都品川区大崎２丁目１番１号　 1,275 2.66

一般財団法人生産技術研究奨励会 東京都目黒区駒場４丁目６番１号　 1,200 2.51

電業社従業員持株会 静岡県三島市三好町３番27号 1,176 2.46

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,045 2.18

成川　實　 埼玉県川口市 766 1.60

計 － 17,639 36.93

　（注）　上記のほか、自己株式が3,721百株あります。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

　普通株式　　372,100
－

　権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

完全議決権株式（その他） 　普通株式　4,397,500 43,975 －

単元未満株式 　普通株式　　　7,300 － －

発行済株式総数 4,776,900 － －

総株主の議決権 － 43,975 －

　（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含まれてい

ます。

２. 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株が含まれています。
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②【自己株式等】

平成26年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社電業社機械製作所
東京都大田区大森北

１丁目５番１号
372,100 － 372,100 7.79

計 － 372,100 － 372,100 7.79

 

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,564,381 2,922,624

受取手形及び売掛金 11,205,225 6,338,779

有価証券 3,019,855 3,027,664

仕掛品 1,272,382 2,560,304

原材料及び貯蔵品 154,990 124,671

繰延税金資産 447,858 491,512

その他 64,938 226,844

流動資産合計 18,729,633 15,692,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,833,051 1,784,048

その他（純額） 851,528 865,218

有形固定資産合計 2,684,579 2,649,266

無形固定資産 165,403 135,536

投資その他の資産   

投資有価証券 1,839,130 2,679,317

その他（純額） 309,368 315,771

貸倒引当金 △51,409 △51,409

投資その他の資産合計 2,097,088 2,943,678

固定資産合計 4,947,072 5,728,481

資産合計 23,676,705 21,420,882

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,804,592 2,700,584

未払法人税等 549,015 14,624

前受金 799,342 1,440,588

受注損失引当金 194,034 219,893

製品保証引当金 121,777 88,666

役員賞与引当金 66,300 28,750

その他 1,158,618 909,364

流動負債合計 7,693,681 5,402,472

固定負債   

役員退職慰労引当金 16,146 17,389

退職給付に係る負債 286,048 391,949

その他 229,118 295,192

固定負債合計 531,313 704,531

負債合計 8,224,994 6,107,004
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 810,000 810,000

資本剰余金 111,319 111,319

利益剰余金 14,460,921 14,150,800

自己株式 △557,408 △594,286

株主資本合計 14,824,832 14,477,833

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 601,955 794,884

繰延ヘッジ損益 △9,501 10,281

退職給付に係る調整累計額 34,424 30,879

その他の包括利益累計額合計 626,879 836,045

純資産合計 15,451,711 15,313,878

負債純資産合計 23,676,705 21,420,882
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 5,187,519 5,206,448

売上原価 4,484,670 4,050,246

売上総利益 702,849 1,156,201

販売費及び一般管理費 ※ 1,451,721 ※ 1,421,800

営業損失（△） △748,872 △265,598

営業外収益   

受取利息 5,433 3,235

受取配当金 30,322 36,424

受取賃貸料 35,836 35,805

その他 12,733 4,260

営業外収益合計 84,326 79,725

営業外費用   

賃貸費用 10,031 9,152

支払保証料 4,608 3,873

その他 18,022 3,007

営業外費用合計 32,662 16,033

経常損失（△） △697,208 △201,906

特別利益   

受取和解金 35,000 －

特別利益合計 35,000 －

税金等調整前四半期純損失（△） △662,208 △201,906

法人税、住民税及び事業税 2,622 2,998

法人税等調整額 △239,226 △61,644

法人税等合計 △236,604 △58,646

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △425,604 △143,260

四半期純損失（△） △425,604 △143,260
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △425,604 △143,260

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 135,562 192,928

繰延ヘッジ損益 63,741 19,783

退職給付に係る調整額 － △3,545

その他の包括利益合計 199,303 209,165

四半期包括利益 △226,300 65,905

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △226,300 65,905

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △662,208 △201,906

減価償却費 187,578 176,109

退職給付引当金の増減額（△は減少） △113,554 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 13,282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,193 1,243

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,046 △37,550

受注損失引当金の増減額（△は減少） △110,071 25,859

製品保証引当金の増減額（△は減少） △24,673 △33,110

受取利息及び受取配当金 △35,755 △39,659

固定資産売却損益（△は益） △9,181 1,091

固定資産処分損益（△は益） 1,156 119

為替差損益（△は益） 16,313 △15

受取和解金 △35,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 7,756,910 4,866,446

たな卸資産の増減額（△は増加） △465,975 △1,257,602

その他の資産の増減額（△は増加） △11,617 △147,413

仕入債務の増減額（△は減少） △3,185,994 △2,104,008

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,272 △53,904

前受金の増減額（△は減少） 838,319 641,246

その他の負債の増減額（△は減少） △287,141 △216,105

その他 － 830

小計 3,836,979 1,634,952

利息及び配当金の受取額 37,050 43,699

和解金の受取額 35,000 －

法人税等の支払額 △328,417 △525,213

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,580,613 1,153,438

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △706,733 △963,841

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入
115,800 900,000

有形固定資産の取得による支出 △106,930 △70,873

有形固定資産の売却による収入 13,100 68

無形固定資産の取得による支出 △17,563 △6,101

定期預金の払戻による収入 500,000 －

貸付けによる支出 △360 △360

貸付金の回収による収入 1,156 6,786

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,682 △6,129

投資活動によるキャッシュ・フロー △203,211 △140,451

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △6,833 △6,467

配当金の支払額 △88,527 △110,657

自己株式の取得による支出 － △36,877

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,360 △154,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,282,017 858,999

現金及び現金同等物の期首残高 2,171,841 4,565,217

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 5,453,859 ※ 5,424,217
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更等）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直しまし

た。これにより、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しています。割引

率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見

込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しています。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しています。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が、87,122千円増加し、利益剰余金が

56,202千円減少しています。また、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日 至　平成25年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日 至　平成26年９月30日）

　当社グループでは、公共事業に依存する割合が高いため、売上高が第４四半期に集中する傾向があり、四半

期別の業績には季節的変動があります。

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日

　　至 平成25年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

給与手当等 692,827千円 726,546千円

退職給付費用 58,755 50,885

役員賞与引当金繰入額 27,350 28,750

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりです。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

現金及び預金 3,453,426千円 2,922,624千円

有価証券 2,907,592 3,027,664

償還期限が１年内の債券等 △907,160 △526,071

現金及び現金同等物 5,453,859 5,424,217
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

１．配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額

(千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 88,527 20.0 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額

(千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月30日

取締役会
普通株式 88,527 20.0 平成25年９月30日 平成25年12月４日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額

(千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 110,657 25.0 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額

(千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年11月10日

取締役会
普通株式 88,095 20.0 平成26年９月30日 平成26年12月４日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

　当社グループは、風水力機械の製造・据付・販売を専ら事業としており、製品の性質、製造方法、販売市

場等の類似性から判断して単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しています。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △96円15銭 △32円47銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △425,604 △143,260

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額(△)（千円） △425,604 △143,260

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,426 4,411

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

第80期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）中間配当については、平成26年11月10日開催の取締役会に

おいて、平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議

しました。

①中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　88,095千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　20円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払い開始日　　　平成26年12月４日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年11月５日

株式会社電業社機械製作所

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 毛利　篤雄　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大屋　浩孝　　印

 

     

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社電業社

機械製作所の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日

から平成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社電業社機械製作所及び連結子会社の平成26年９月30日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）　１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しています。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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